
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の第１ＴＭＲ素子を有する第１アレイと、前記第１アレイ上に配置され、複数の第
２ＴＭＲ素子を有する第２アレイと、前記第１アレイ内に配置され、前記複数の第１ＴＭ
Ｒ素子に接続される第１配線と、前記第１配線の一端に接続される第１スイッチング素子
と、前記第２アレイ内に配置され、前記複数の第２ＴＭＲ素子に接続され、前記第１配線
と同一方向に延びる第２配線と、前記第２配線の一端に接続される第２スイッチング素子
とを具備し、前記第２ＴＭＲ素子の数は、前記第１ＴＭＲ素子の数よりも多く、

前
記第１スイッチング素子は、前記第２スイッチング素子よりも前記第１アレイの中心に近
い位置に配置されることを特徴とする磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項２】
　複数の第１ＴＭＲ素子を有する第１アレイと、前記第１アレイ上に配置され、複数の第
２ＴＭＲ素子を有する第２アレイと、前記第１アレイ内に配置され、前記複数の第１ＴＭ
Ｒ素子に接続される第１配線と、前記第１配線の一端に接続される第１センスアンプと、
前記第２アレイ内に配置され、前記複数の第２ＴＭＲ素子に接続され、前記第１配線と同
一方向に延びる第２配線と、前記第２配線の一端に接続される第２センスアンプとを具備
し、前記第２ＴＭＲ素子の数は、前記第１ＴＭＲ素子の数よりも多く、

前記第１センス
アンプは、前記第２センスアンプよりも前記第１アレイの中心に近い位置に配置されるこ
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前記第１
及び第２スイッチング素子は、前記第１及び第２配線が延びる方向に一列に配置され、

前記第１及び第２
センスアンプは、前記第１及び第２配線が延びる方向に一列に配置され、



とを特徴とする磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項３】
　複数の第１ＴＭＲ素子を有する第１アレイと、前記第１アレイ上に配置され、複数の第
２ＴＭＲ素子を有する第２アレイと、前記第１アレイ内に配置され、前記複数の第１ＴＭ
Ｒ素子の各々に対する書き込みに使用する第１書き込み線と、前記第１書き込み線の一端
に接続される第１スイッチング素子と、前記第２アレイ内に配置され、前記複数の第２Ｔ
ＭＲ素子の各々に対する書き込みに使用し、前記第１書き込み線と同一方向に延びる第２
書き込み線と、前記第２書き込み線の一端に接続される第２スイッチング素子とを具備し
、前記第２ＴＭＲ素子の数は、前記第１ＴＭＲ素子の数よりも多く、

前記第
１スイッチング素子は、前記第２スイッチング素子よりも前記第１アレイの中心に近い位
置に配置されることを特徴とする磁気ランダムアクセスメモリ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、トンネル磁気抵抗（ Tunneling Magneto Resistive）効果により“１”，“０
”－情報を記憶するＴＭＲ素子を利用してメモリセルを構成した磁気ランダムアクセスメ
モリ（ MRAM: Magnetic Random Access Memory）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、新たな原理により情報を記憶するメモリが数多く提案されているが、そのうちの一
つに、 Roy Scheuerlein et.al.によって提案されたトンネル磁気抵抗 (Tunneling Magneto
 Resistive: 以後、 TMRと表記する。 ) 効果を利用したメモリがある（例えば、 ISSCC2000
 Technical Digest p.128「 A 10ns Read and Write Non-Volatile Memory Array Using a
 Magnetic Tunnel Junction and FET Switch in each Cell」を参照）。
【０００３】
磁気ランダムアクセスメモリは、ＴＭＲ素子により“１”，“０”－情報を記憶する。Ｔ
ＭＲ素子は、２つの磁性層（強磁性層）により絶縁層（トンネルバリア）を挟んだ構造を
有する。ＴＭＲ素子に記憶される情報は、２つの磁性層のスピンの向きが平行か又は反平
行かによって判断される。
【０００４】
ここで、平行とは、２つの磁性層のスピンの向きが同じであることを意味し、反平行とは
、２つの磁性層のスピンの向きが逆向きであることを意味する。
【０００５】
通常、ＴＭＲ素子を構成する２つの磁性層のうちの一つは、スピンの向きが固定される固
定層となるため、“１”，“０”－情報をＴＭＲ素子に記憶させる場合には、書き込み情
報に応じて、これら２つの磁性層のうちの他の一つ（自由層）のスピンの向きを変えてや
ればよい。
【０００６】
ところで、近年では、種々のデバイス構造又は回路構造のＭＲＡＭが提案されており、そ
のうちの一つに、一つのスイッチング素子（選択トランジスタ）に複数のＴＭＲ素子を接
続したデバイス構造が知られている。この構造は、セルの高密度化や読み出しマージンの
向上を図るうえで有利である。
【０００７】
例えば、特願２０００－２９６０８２（平成１２年９月２８日出願）は、上部配線と下部
配線の間に複数のＴＭＲ素子を並列に接続したセル構造を提案する。このセル構造では、
図９及び図１０に示すように、複数のＴＭＲ素子１０が基板上に複数段（本例では、３段
）に積み上げられる。また、各段においては、上部配線１１と下部配線１２の間に複数の
ＴＭＲ素子１０が並列に接続される。
【０００８】
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前記第１及び第２ス
イッチング素子は、前記第１及び第２書き込み線が延びる方向に一列に配置され、



上部配線１１は、Ｘ方向に延び、その一端は、選択トランジスタ１４に接続される。下部
配線１２も、Ｘ方向に延び、その一端は、センスアンプ（Ｓ／Ａ）１５などの周辺回路に
接続される。本例では、読み出し電流は、上部配線１１、ＴＭＲ素子１０、下部配線１２
という経路、即ち、Ｘ方向に沿って流れる。書き込み配線１３は、ＴＭＲ素子１０に隣接
して配置され、Ｙ方向に延びている。
【０００９】
なお、図９において、積み重ねられたＴＭＲ素子とＸ方向に延びる配線は、各段において
互いにずれているように記載されているが、これは、説明を分かり易くするためであり、
実際は、互いにずれていても、又は、完全にオーバーラップしていても、どちらでもよい
。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
磁気ランダムアクセスメモリのセルの基本構造は、１つのＴＭＲ素子に１つのスイッチン
グ素子（選択トランジスタ）を対応させた１セル－１トランジスタ構造である。しかし、
ＴＭＲ素子を複数段に積み重ねたデバイス構造では、１つのＴＭＲ素子に１つのスイッチ
ング素子を対応させると、スイッチング素子数が多くなり、セルの高密度化に不利となる
。
【００１１】
そこで、ＴＭＲ素子１０を複数段に積み重ねたデバイス構造の場合、１つのＴＭＲ素子に
１つのスイッチング素子を対応させなくても、読み出し動作や書き込み動作を行うことが
できるようなデバイス構造が採用される。
【００１２】
例えば、図９及び図１０に示すデバイス構造では、ＴＭＲ素子１０のアレイの各段におい
て、上部配線１０と下部配線１２との間に複数のＴＭＲ素子１０を接続する。そして、例
えば、上部配線１１の一端に選択トランジスタ１４を接続し、下部配線１２の一端にセン
スアンプ（Ｓ／Ａ）１５を接続する。
【００１３】
しかし、この場合、ＴＭＲ素子１０のアレイの各段に配置される上部配線１１のそれぞれ
に対して選択トランジスタが必要になる。また、上部配線１１は、ＴＭＲ素子１０のアレ
イ１６上においてＸ方向に延びている。このため、上部配線１１に接続される選択トラン
ジスタは、アレイ１６の端部のエリア１７に集中して配置される。
【００１４】
同様に、ＴＭＲ素子１０のアレイの各段に配置される下部配線（読み出し配線）１２のそ
れぞれに対しては、センスアンプ（トランジスタ）が必要になる。また、下部配線１２は
、ＴＭＲ素子１０のアレイ１６上においてＸ方向に延びている。このため、下部配線１２
に接続されるトランジスタは、アレイ１６の端部のエリア１８に集中して配置される。
【００１５】
同様に、ＴＭＲ素子１０のアレイの各段に配置される書き込み配線１３のそれぞれに対し
ても、選択トランジスタが必要になる。また、書き込み配線１３は、ＴＭＲ素子１０のア
レイ１６上においてＹ方向に延びている。このため、書き込み配線１３に接続される選択
トランジスタは、アレイ１６の端部のエリア１９Ａ，１９Ｂに集中して配置される。
【００１６】
ところで、ＴＭＲ素子に対するデータ書き込み／読み出し動作においては、ＴＭＲ素子の
特性に起因し、大電流が必要になることが知られている。このため、上部配線１１、下部
配線１２及び書き込み配線１３に接続されるトランジスタのサイズ（又はピッチ）は、必
然的に大きくなることが予想される。
【００１７】
また、Ｘ方向に配置されるＴＭＲ素子のグループを１カラムとし、Ｙ方向に配置されるＴ
ＭＲ素子のグループを１ロウとした場合、ＴＭＲ素子の積み重ね段数が増加すると、これ
に比例して、１ロウ又は１カラム内に設けなければならないトランジスタ数も増加する。
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【００１８】
ＴＭＲ素子のピッチは、ＴＭＲ素子の積み重ね段数に影響を受けないため、ＴＭＲ素子の
積み重ね段数が非常に多くなると、１ロウ又は１カラム内のトランジスタ数のみが増大し
、アレイ１６周辺のエリア１７，１８，１９Ａ，１９Ｂ内に、全てのトランジスタを配置
できなくなる。
【００１９】
逆に、アレイ１６周辺のエリア１７，１８，１９Ａ，１９Ｂ内に、全てのトランジスタを
配置しようとすると、トランジスタのピッチが大きいために、これに合わせて、ＴＭＲ素
子１０のピッチも大きくなり、結局、ＴＭＲ素子の高集積化を図ることができない。
【００２０】
なお、トランジスタのサイズを小さくし、そのピッチを小さくすると、大電流を扱うこと
ができなくなるため、メモリの動作に支障をきたす。
【００２１】
本発明の目的は、ＴＭＲ素子の積み重ね段数が増加し、ＴＭＲ素子のアレイ内に配置され
る配線に接続されるトランジスタ数が多くなっても、そのトランジスタ数に左右されずに
、ＴＭＲ素子のピッチを決定することができるような新規なデバイス構造を提案すること
により、ＴＭＲ素子の微細化や、高集積化などを図ることにある。
【００２２】
【課題を解決するための手段】
本発明の磁気ランダムアクセスメモリは、複数段に積み重ねられた複数のＴＭＲ素子を有
するアレイと、前記アレイ内に配置される第１配線と、前記第１配線に接続される第１素
子と、前記アレイ内に配置され、前記第１配線と同一機能を有し、前記第１配線よりも上
に形成される第２配線と、前記第２配線に接続される第２素子とを備え、各段に配置され
るＴＭＲ素子の数は、下段から上段に向かって次第に多くなり、前記第１及び第２素子は
、前記アレイの直下に配置される。
【００２３】
本発明の磁気ランダムアクセスメモリは、複数段に積み重ねられた複数のＴＭＲ素子を有
するアレイと、前記アレイ内に配置される第１配線と、前記第１配線に接続される第１素
子と、前記アレイ内に配置され、前記第１配線と同一機能を有し、前記第１配線よりも上
に形成される第２配線と、前記第２配線に接続される第２素子とを備え、前記第１及び第
２素子は、共に、前記アレイの直下を除く周辺部に配置され、前記第１素子は、前記第２
素子よりも前記アレイの近くに配置される。
【００２４】
前記第１及び第２配線は、共に、同一方向に延びている。前記第１及び第２素子は、前記
第１及び第２配線が延びる方向に一列に並んでいる。前記第１素子は、前記第２素子より
も前記アレイの中心に近い位置に配置される。
【００２５】
前記第１及び第２配線が延びる方向に存在するＴＭＲ素子に関して、ＴＭＲ素子の数は、
下段から上段に向かって次第に多くなる。
【００２６】
前記第１及び第２配線が延びる方向は、ロウ方向又はカラム方向である。前記第１及び第
２配線は、データ書き込み動作又はデータ読み出し動作に使用する配線である。
【００２７】
前記第１及び第２素子は、スイッチング素子である。前記第１及び第２素子は、センスア
ンプを構成している。前記第１配線は、前記第２配線よりも短い。
【００２８】
本発明の磁気ランダムアクセスメモリは、一列に並んだ複数のＴＭＲ素子と、前記複数の
ＴＭＲ素子に共通に接続され、かつ、前記複数のＴＭＲ素子を挟み込む第１及び第２配線
と、前記第１配線の一端に接続されるスイッチング素子と、前記第２配線の一端に接続さ
れるセンスアンプとから構成されるユニットを備え、前記ユニットは、複数段に積み重ね
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られ、かつ、前記ユニット内の前記ＴＭＲ素子の数は、下段のユニットから上段のユニッ
トに向かって次第に多くなっていく。
【００２９】
本発明の磁気ランダムアクセスメモリは、一列に並んだ複数のＴＭＲ素子と、前記複数の
ＴＭＲ素子に共通に接続され、かつ、前記複数のＴＭＲ素子を挟み込む第１及び第２配線
と、前記第１配線の一端に接続されるスイッチング素子と、前記第２配線の一端に接続さ
れるセンスアンプとから構成されるユニットを備え、前記ユニットは、複数段に積み重ね
られ、かつ、前記ユニット内の前記第１及び第２配線の長さは、下段のユニットから上段
のユニットに向かって次第に長くなっていく。
【００３０】
本発明の磁気ランダムアクセスメモリは、一列に並んだ複数のＴＭＲ素子と、前記複数の
ＴＭＲ素子に共通に接続される配線と、前記配線の一端に接続されるスイッチング素子と
、前記配線の他端に接続されるスイッチング素子とから構成されるユニットを備え、前記
ユニットは、複数段に積み重ねられ、かつ、前記ユニット内のＴＭＲ素子の数は、下段の
ユニットから上段のユニットに向かって次第に多くなっていく。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら、本発明の磁気ランダムアクセスメモリについて詳細に説明す
る。
【００３２】
本発明は、ＴＭＲ素子が複数段に積み重ねられたアレイ構造を有する磁気ランダムアクセ
スメモリに適用される。
【００３３】
本発明の磁気ランダムアクセスメモリの第一の特徴は、各段に配置されるＴＭＲ素子の数
を、下段から上段に向かって次第に多くする点にある。このようなアレイ構造にすること
で、ＴＭＲ素子のアレイの直下にトランジスタを配置することができるため、ＴＭＲ素子
の積み重ね段数が増大し、１ロウ又は１カラム内の配線に接続されるトランジスタ数が増
大しても、トランジスタのピッチによらず、ＴＭＲ素子のピッチを決定することができる
。
【００３４】
本発明の磁気ランダムアクセスメモリの第二の特徴は、ＴＭＲ素子のアレイ内に配置され
る同一機能を有する配線に関して、下段に位置する配線は、ＴＭＲ素子のアレイの近くに
存在するトランジスタに接続され、上段に位置する配線は、ＴＭＲ素子のアレイから遠く
離れたトランジスタに接続される点にある。このようなデバイス構造にすれば、１ロウ又
は１カラム内の配線に接続されるトランジスタ数が増大した場合でも、それらのトランジ
スタは、アレイの近傍から遠くへ向かって一列に配置されることになるため、トランジス
タのピッチによらず、ＴＭＲ素子のピッチを決定することができる。
【００３５】
［第１実施の形態］
図１は、本発明の第１実施の形態に関わる磁気ランダムアクセスメモリのセルアレイ部の
レイアウトの概要を示している。図２は、図１のセルアレイ部のＸ方向（１カラム）に沿
った断面、即ち、図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う断面を示している。
【００３６】
半導体基板上には、複数のＴＭＲ素子１０が複数段（本例では、４段）に積み重ねられて
いる。また、各段においては、ＴＭＲ素子１０は、Ｘ－Ｙ平面内においてアレイを構成し
ている。
【００３７】
上部配線１１及び下部配線１２は、共に、Ｘ方向に延び、両配線１１，１２の間には、Ｘ
方向に配置される複数のＴＭＲ素子１０が配置されている。上部配線１１の一端には、選
択トランジスタ１４が接続される。また、下部配線１２の一端には、センスアンプ（Ｓ／
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Ａ）１５などの周辺回路が接続される。
【００３８】
上部配線１１及び下部配線１２は、読み出し配線として機能する。即ち、データ読み出し
時、読み出し電流は、上部配線１１、ＴＭＲ素子１０、下部配線１２という経路、即ち、
Ｘ方向に沿って流れる。
【００３９】
書き込み配線１３は、ＴＭＲ素子１０のアレイの各段において、ＴＭＲ素子１０上に配置
され、Ｙ方向に延びている。また、書き込み配線１３は、ＴＭＲ素子１０の自由層に近接
して配置される。
【００４０】
ＴＭＲ素子１０の数は、下段から上段に向かって次第に多くなっている。本実施の形態で
は、１カラム内のＴＭＲ素子１０に関して、ＴＭＲ素子１０の数を、下段から上段に向か
って次第に多くなるようにしている。
【００４１】
このようなアレイ構造にすることで、ＴＭＲ素子１０のアレイの直下にトランジスタを配
置することができるため、ＴＭＲ素子１０の積み重ね段数が増大し、１カラム内の配線に
接続されるトランジスタ数が増大しても、トランジスタを形成するための十分な領域を確
保できる。
【００４２】
また、ＴＭＲ素子１０のアレイ内に配置される同一機能を有する配線、例えば、Ｘ方向に
延びる上部配線１１に関して、下段に位置する上部配線１１は、ＴＭＲ素子１０のアレイ
の近くに存在するトランジスタに接続され、上段に位置する上部配線１１は、ＴＭＲ素子
１０のアレイから遠く離れたトランジスタに接続される。
【００４３】
同様に、Ｘ方向に延びる下部配線１２に関しても、下段に位置する下部配線１２は、ＴＭ
Ｒ素子１０のアレイの近くに存在するセンスアンプ（トランジスタ）１５に接続され、上
段に位置する下部配線１２は、ＴＭＲ素子１０のアレイから遠く離れたセンスアンプ（ト
ランジスタ）１５に接続される。
【００４４】
このようなデバイス構造にすれば、ＴＭＲ素子１０の積み重ね段数が増大し、１カラム内
の配線に接続されるトランジスタ数が増大した場合でも、それらのトランジスタは、アレ
イの近傍から遠くへ向かって一列に配置されることになるため、トランジスタのピッチに
影響されずに、ＴＭＲ素子のピッチを決定することができる。
【００４５】
このように、本実施の形態では、ＴＭＲ素子１０の数は、ＴＭＲ素子１０のアレイの下段
から上段に向かって次第に多くなり、さらに、ＴＭＲ素子１０のアレイ内に配置される同
一機能を有する配線に関しては、上段の配線は、下段の配線に比べて、ＴＭＲ素子１０の
アレイから遠く離れたトランジスタに接続される。
【００４６】
これにより、ＴＭＲ素子のアレイ内に配置される配線に接続されるトランジスタ数が多く
なっても、そのトランジスタ数に左右されずに、ＴＭＲ素子のピッチを決定することがで
き、ＴＭＲ素子の微細化や、高集積化などを図ることができる。
【００４７】
［第２実施の形態］
上述の第１実施の形態では、複数段に積み重ねられたＴＭＲ素子のアレイに関して、下段
から上段に向かうにつれてＴＭＲ素子の数を増やしている。しかし、ＴＭＲ素子の抵抗、
配線抵抗、配線容量などを考慮した場合、各段において、ＴＭＲ素子の数が異なると、読
み出し／書き込み動作などに悪影響を与える場合がある。
【００４８】
そこで、本実施の形態では、このような点を考慮し、複数段に積み重ねられたＴＭＲ素子
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のアレイに関して、各段のＴＭＲ素子の数は、変えずに、一定とすることを前提とし、こ
の前提条件の下で、ＴＭＲ素子のピッチの増大を防止し、ＴＭＲ素子の微細化や、高集積
化などを図る技術を提案する。
【００４９】
図３は、本発明の第２実施の形態に関わる磁気ランダムアクセスメモリのセルアレイ部の
レイアウトの概要を示している。図４は、図３のセルアレイ部のＸ方向（１カラム）に沿
った断面、即ち、図３のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面を示している。
【００５０】
半導体基板上には、複数のＴＭＲ素子１０が複数段（本例では、４段）に積み重ねられて
いる。また、各段においては、ＴＭＲ素子１０は、Ｘ－Ｙ平面内においてアレイを構成し
ている。
【００５１】
上部配線１１及び下部配線１２は、共に、Ｘ方向に延び、両配線１１，１２の間には、Ｘ
方向に配置される複数のＴＭＲ素子１０が配置されている。上部配線１１の一端には、選
択トランジスタ１４が接続される。また、下部配線１２の一端には、センスアンプ（Ｓ／
Ａ）１５などの周辺回路が接続される。
【００５２】
上部配線１１及び下部配線１２は、読み出し配線として機能する。即ち、データ読み出し
時、読み出し電流は、上部配線１１、ＴＭＲ素子１０、下部配線１２という経路、即ち、
Ｘ方向に沿って流れる。
【００５３】
書き込み配線１３は、ＴＭＲ素子１０のアレイの各段において、ＴＭＲ素子１０上に配置
され、Ｙ方向に延びている。また、書き込み配線１３は、ＴＭＲ素子１０の自由層に近接
して配置される。
【００５４】
ＴＭＲ素子１０のアレイ内に配置される同一機能を有する配線、例えば、Ｘ方向に延びる
上部配線１１に関して、下段に位置する上部配線１１は、ＴＭＲ素子１０のアレイの近く
に存在するトランジスタに接続され、上段に位置する上部配線１１は、ＴＭＲ素子１０の
アレイから遠く離れたトランジスタに接続される。
【００５５】
また、Ｘ方向に延びる下部配線１２に関しても、下段に位置する下部配線１２は、ＴＭＲ
素子１０のアレイの近くに存在するセンスアンプ（トランジスタ）１５に接続され、上段
に位置する下部配線１２は、ＴＭＲ素子１０のアレイから遠く離れたセンスアンプ（トラ
ンジスタ）１５に接続される。
【００５６】
このようなデバイス構造にすれば、ＴＭＲ素子１０の積み重ね段数が増大し、１カラム内
の配線に接続されるトランジスタ数が増大した場合でも、それらのトランジスタは、アレ
イの近傍から遠くへ向かって一列に配置されることになるため、トランジスタのピッチに
影響されずに、ＴＭＲ素子のピッチを決定することができる。
【００５７】
このように、本実施の形態では、ＴＭＲ素子１０のアレイ内に配置される同一機能を有す
る配線に関しては、上段の配線は、下段の配線に比べて、ＴＭＲ素子１０のアレイから遠
く離れたトランジスタに接続される。
【００５８】
これにより、ＴＭＲ素子のアレイ内に配置される配線に接続されるトランジスタ数が多く
なっても、そのトランジスタ数に左右されずに、ＴＭＲ素子のピッチを決定することがで
き、ＴＭＲ素子の微細化や、高集積化などを図ることができる。
【００５９】
［第３実施の形態］
図５は、本発明の第３実施の形態に関わる磁気ランダムアクセスメモリのセルアレイ部の

10

20

30

40

50

(7) JP 3906067 B2 2007.4.18



レイアウトの概要を示している。図６は、図５のセルアレイ部のＹ方向（１ロウ）に沿っ
た断面、即ち、図５のＶＩ－ＶＩ線に沿う断面を示している。
【００６０】
半導体基板上には、複数のＴＭＲ素子１０が複数段（本例では、４段）に積み重ねられて
いる。また、各段においては、ＴＭＲ素子１０は、Ｘ－Ｙ平面内においてアレイを構成し
ている。
【００６１】
上部配線は、ＴＭＲ素子１０の自由層に接続され、下部配線は、ＴＭＲ素子の固定層に接
続され、両配線は、共に、Ｘ方向に延びている。本実施の形態では、説明を簡略化するた
め、上部配線及び下部配線については、省略している。
【００６２】
書き込み配線１３は、ＴＭＲ素子１０のアレイの各段において、ＴＭＲ素子１０上に配置
され、Ｙ方向に延びている。また、書き込み配線１３は、ＴＭＲ素子１０の自由層に近接
して配置される。
【００６３】
ＴＭＲ素子１０の数は、下段から上段に向かって次第に多くなっている。本実施の形態で
は、１ロウ内のＴＭＲ素子１０に関して、ＴＭＲ素子１０の数を、下段から上段に向かっ
て次第に多くなるようにしている。
【００６４】
このようなアレイ構造にすることで、ＴＭＲ素子１０のアレイの直下にトランジスタを配
置することができるため、ＴＭＲ素子１０の積み重ね段数が増大し、１カラム内の配線に
接続されるトランジスタ数が増大しても、トランジスタを形成するための十分な領域を確
保できる。
【００６５】
また、ＴＭＲ素子１０のアレイ内に配置される同一機能を有する配線、例えば、Ｙ方向に
延びる書き込み配線１３に関して、下段に位置する書き込み配線１３は、ＴＭＲ素子１０
のアレイの近くに存在するトランジスタに接続され、上段に位置する書き込み配線１３は
、ＴＭＲ素子１０のアレイから遠く離れたトランジスタに接続される。
【００６６】
このようなデバイス構造にすれば、ＴＭＲ素子１０の積み重ね段数が増大し、１ロウ内の
配線に接続されるトランジスタ数が増大した場合でも、それらのトランジスタは、アレイ
の近傍から遠くへ向かって一列に配置されることになるため、トランジスタのピッチに影
響されずに、ＴＭＲ素子のピッチを決定することができる。
【００６７】
このように、本実施の形態では、ＴＭＲ素子１０の数は、ＴＭＲ素子１０のアレイの下段
から上段に向かって次第に多くなり、さらに、ＴＭＲ素子１０のアレイ内に配置される同
一機能を有する配線に関しては、上段の配線は、下段の配線に比べて、ＴＭＲ素子１０の
アレイから遠く離れたトランジスタに接続される。
【００６８】
これにより、ＴＭＲ素子のアレイ内に配置される配線に接続されるトランジスタ数が多く
なっても、そのトランジスタ数に左右されずに、ＴＭＲ素子のピッチを決定することがで
き、ＴＭＲ素子の微細化や、高集積化などを図ることができる。
【００６９】
［第４実施の形態］
第４実施の形態では、第２実施の形態と同様の理由により、複数段に積み重ねられたＴＭ
Ｒ素子のアレイに関して、各段のトランジスタ数は、変えずに、一定とすることを前提と
し、この前提条件の下で、ＴＭＲ素子のピッチの増大を防止し、ＴＭＲ素子の微細化や、
高集積化などを図る技術を提案する。
【００７０】
図７は、本発明の第４実施の形態に関わる磁気ランダムアクセスメモリのセルアレイ部の
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レイアウトの概要を示している。図８は、図７のセルアレイ部のＹ方向（１ロウ）に沿っ
た断面、即ち、図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿う断面を示している。
【００７１】
半導体基板上には、複数のＴＭＲ素子１０が複数段（本例では、４段）に積み重ねられて
いる。また、各段においては、ＴＭＲ素子１０は、Ｘ－Ｙ平面内においてアレイを構成し
ている。
【００７２】
上部配線は、ＴＭＲ素子１０の自由層に接続され、下部配線は、ＴＭＲ素子の固定層に接
続され、両配線は、共に、Ｘ方向に延びている。本実施の形態では、説明を簡略化するた
め、上部配線及び下部配線については、省略している。
【００７３】
書き込み配線１３は、ＴＭＲ素子１０のアレイの各段において、ＴＭＲ素子１０上に配置
され、Ｙ方向に延びている。また、書き込み配線１３は、ＴＭＲ素子１０の自由層に近接
して配置される。
【００７４】
ＴＭＲ素子１０のアレイ内に配置される同一機能を有する配線、例えば、Ｙ方向に延びる
書き込み配線１３に関して、下段に位置する書き込み配線１３は、ＴＭＲ素子１０のアレ
イの近くに存在するトランジスタに接続され、上段に位置する書き込み配線１３は、ＴＭ
Ｒ素子１０のアレイから遠く離れたトランジスタに接続される。
【００７５】
このようなデバイス構造にすれば、ＴＭＲ素子１０の積み重ね段数が増大し、１カラム内
の配線に接続されるトランジスタ数が増大した場合でも、それらのトランジスタは、アレ
イの近傍から遠くへ向かって一列に配置されることになるため、トランジスタのピッチに
影響されずに、ＴＭＲ素子のピッチを決定することができる。
【００７６】
このように、本実施の形態では、ＴＭＲ素子１０のアレイ内に配置される同一機能を有す
る配線に関しては、上段の配線は、下段の配線に比べて、ＴＭＲ素子１０のアレイから遠
く離れたトランジスタに接続される。
【００７７】
これにより、ＴＭＲ素子のアレイ内に配置される配線に接続されるトランジスタ数が多く
なっても、そのトランジスタ数に左右されずに、ＴＭＲ素子のピッチを決定することがで
き、ＴＭＲ素子の微細化や、高集積化などを図ることができる。
【００７８】
［その他］
本発明は、ＴＭＲ素子が複数段に積み重ねられたセルアレイ構造を有する磁気ランダムア
クセスメモリであれば、如何なる構造のものにも適用可能である。
【００７９】
上述の第１乃至第４実施の形態において、ＴＭＲ素子のアレイ内の配線に接続されるトラ
ンジスタは、ＭＯＳトランジスタが一般的であるが、バイポーラトランジスタやダイオー
ドなどであってもよい。
【００８０】
また、上述の第１乃至第４実施の形態では、複数段に積み重ねられたＴＭＲ素子の各段に
配置された配線を例に説明したが、例えば、上下のＴＭＲ素子で配線を共有化する場合な
どにおいては、同一機能を有する配線は、各段に配置されず、１段おきに配置される。こ
のような場合でも、それら１段おきに配置された配線に関して、本発明を適用することが
できる。
【００８１】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明の磁気ランダムアクセスメモリによれば、ＴＭＲ素子が複
数段に積み重ねられたアレイ構造において、ＴＭＲ素子の積み重ね段数が増加し、ＴＭＲ
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素子のアレイ内に配置される配線に接続されるトランジスタ数が多くなっても、そのトラ
ンジスタ数に左右されずに、ＴＭＲ素子のサイズやピッチを決定することができ、ＴＭＲ
素子の微細化や、高集積化などを図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施の形態に関わるメモリのアレイ部を示す平面図。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う断面図。
【図３】本発明の第２実施の形態に関わるメモリのアレイ部を示す平面図。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図。
【図５】本発明の第３実施の形態に関わるメモリのアレイ部を示す平面図。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線に沿う断面図。
【図７】本発明の第４実施の形態に関わるメモリのアレイ部を示す平面図。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿う断面図。
【図９】従来のメモリのアレイ部を示す平面図。
【図１０】図９のＩＸ－ＩＸ線に沿う断面図。
【符号の説明】
１０　　　　　　　　　　　　　：ＴＭＲ素子、
１１　　　　　　　　　　　　　：上部配線、
１２　　　　　　　　　　　　　：下部配線，
１３　　　　　　　　　　　　　：書き込み配線、
１４　　　　　　　　　　　　　：スイッチング素子、
１５　　　　　　　　　　　　　：センスアンプ、
１６　　　　　　　　　　　　　：ＴＭＲ素子のアレイ、
１７，１８，１９Ａ，１９Ｂ　　：ＴＭＲ素子のアレイの端部のエリア。
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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